
鹿屋市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市日中一時支援事業実施要綱（平成18年鹿屋市告示第197号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「障害者又は障害児」を「障がい者又は障がい児」に、「障害者等」を

「障がい者等」に改める。 

第６条第２項を次のように改める。 

２ 日中一時支援給付費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者 実施

費用の100分の100に相当する額 

(2) 前号以外の者 実施費用の100分の90に相当する額。ただし、同一の月におけ

る実施費用の合計額に100分の10を乗じて得た額が3,000円を超える利用者等に

ついては、当該同一の月における日中一時支援給付費の額は、当該同一の月に

おける実施費用の合計額から3,000円を控除して得た額 

第７条第１項中「障害種別」を「障がい種別」に改める。 

別表第２の区分の欄中「重症心身障害児」を「重症心身障がい児」に、「遷延性

意識障害者」を「遷延性意識障がい者」に改め、同表備考第２号及び第３号中「重

症心身障害児」を「重症心身障がい児」に改める。 

別記第２号様式から別記第４号様式までを次のように改める。 



第２号様式（第６条関係） 

 （個人用） 

鹿屋市日中一時支援事業請求書 

 鹿屋市長       様 

 

  

 

内 

 

訳 

 年  月分  

実施事業者名 金 額 

 円 

 円 

合  計 円 

 上記のとおり請求します。 

                            年  月  日 

 

承認番号  

利用者等 

住 所 
 

電 話 番 号  

利 用 者 氏 名 印 

保 護 者 氏 名 印 

注 利用者が18歳以上の場合は、保護者氏名欄の記入及び押印は不要 

振 

込 

先 

金融機関  

口座種別  

口座番号  

フリガナ  

名 義  
 

請求金額           

 



（事業者用） 

鹿屋市日中一時支援事業請求書 

 鹿屋市長       様 

 

  

 年  月分 

明細書件数 件 

 

 上記のとおり請求します。 

                            年  月  日 

 

事業所番号 日中第             号 

請求事業者 

所 在 地 
 

電話番号  

名 称  

代 表 者

職・氏名 
印 

 

振 

込 

先 

金融機関  

支 店 名  

口座種別  

口座番号  

フリガナ  

名 義  
 

請求金額           

 

 



第３号様式（第６条関係） 

鹿屋市日中一時支援事業明細書 
  

 年  月分 

承 認 番 号  事 業 所 番 号  

利用対象者  
事 業 者 及 び 

事業所の名称 

 

費
用
の
額
計
算
欄 

事業内容 単価 回数 当月算定額 摘要 

 円  円  

 円  円  

 円  円  

 円  円  

 円  円  

当月事業費合計 ①    円  

 

１ 事業費 

 

当月利用者負担額 ②           円 

２ 利用者負担額 

 

３ 他事業所利用状況（複数利用の場合のみ） 

事業所名 利用者負担額 

 円 

 円 

 円 

合計 ③           円 

注 ②と③の合計額が3,000円を超えていないか確認してください。 

当月日中一時支援事業費請求額（①－②） 円 

 



第４号様式（第６条関係） 

鹿屋市日中一時支援事業提供実績記録票 

    年  月分 

承認番号  利用対象者  事業所番号  

支 給 量  区分  事 業 者 及 び 

事業所の名称 

 

利用者負担額  

 

利用日 利用時間 実績日数 
（時間数） 

送迎 食事加算 利用者確認 
日 曜日 開始時間 終了時間 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     



附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを

使用することができる。 


